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【公開日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2009-009
【出願番号】特願2007-316589(P2007-316589)
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   Ａ６１Ｋ   8/898    (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   5/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/365    (2006.01)
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   Ａ６１Ｋ   8/34     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/33     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   8/898   　　　　
   Ａ６１Ｑ   5/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/365   　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/86    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/34    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/33    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/49    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月26日(2010.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分(Ａ)、(Ｂ)及び(Ｃ)：
(Ａ)ヒドロキシ基を有していてもよい有機カルボン酸又はその塩
(Ｂ)次の(ｂ１)～(ｂ５)から選ばれる有機溶剤
　(ｂ１)一般式(１)で表される化合物

【化１】

〔式中、Ｒ1は水素原子、炭素数１～６のアルキル基、又は基Ｒ2－Ph－Ｒ3－（Ｒ2；水素
原子、メチル基又はメトキシ基，Ｒ3；結合手又は炭素数１～３の飽和若しくは不飽和の
二価の炭化水素基，Ph；パラフェニレン基）を示し、Ａは結合手又は炭素数１～４の二価
の飽和炭化水素基を示し、Ｙ及びＺはそれぞれ独立に水素原子又は水酸基を示し、ｐ及び
ｑはそれぞれ独立に０～５の整数を示す。ただし、ｐ＝ｑ＝０であるときは、Ｚは水酸基
であり、またＲ1は水素原子及び基Ｒ2－Ph－のいずれでもない。〕
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　(ｂ２)窒素原子に炭素数１～１８のアルキル基又はアルケニル基が結合したＮ－アルキ
ルピロリドン又はＮ－アルケニルピロリドン
　(ｂ３)炭素数２～４のアルキレンカーボネート
　(ｂ４)数平均分子量１００～１０００のポリプロピレングリコール
　(ｂ５)一般式(２)、(３)又は(４)で表されるラクトン又は環状ケトン
【化２】

〔式中、Ｘはメチレン基又は酸素原子を示し、Ｒ4及びＲ5は相異なる置換基を示し、ａ及
びｂはそれぞれ独立に０又は１を示す。〕
（Ｃ）主鎖を構成するオルガノポリシロキサンセグメントのケイ素原子の少なくとも２つ
に、ヘテロ原子を含むアルキレン基を介して、下記一般式（５）；
【化３】

（式中、Ｒ6は水素原子、炭素数１～２２のアルキル基、アラルキル基又はアリール基を
示し、ｎは２又は３を示す。）
で表される繰り返し単位からなるポリ（Ｎ－アシルアルキレンイミン）セグメントが結合
してなり、
　ポリ（Ｎ－アシルアルキレンイミン）セグメントの数平均分子量が８００～１６００で
あり、
　主鎖を構成するオルガノポリシロキサンセグメント（ａ）と、ポリ（Ｎ－アシルアルキ
レンイミン）セグメント（ｂ）との質量比（ａ／ｂ）が６５／３５～８２／１８であり、
　主鎖を構成するオルガノポリシロキサンセグメントの重量平均分子量が１０，０００～
１００，０００であり、
　隣接するポリ（Ｎ－アシルアルキレンイミン）セグメント間におけるオルガノポリシロ
キサンセグメントの重量平均分子量が１５００～３５００である、オルガノポリシロキサ
ン
を含有する、毛髪化粧料。
【請求項２】
　成分(Ａ)が炭素数２～６のヒドロキシカルボン酸又はその塩である、請求項１記載の毛
髪化粧料。
【請求項３】
　成分(Ｂ)がジプロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、ベンジルアルコール、
フェノキシエタノール、２－ベンジルオキシエタノール、プロピレンカーボネート及びポ
リプロピレングリコール（数平均分子量３００～５００）から選ばれる少なくとも１種で
ある、請求項１又は２記載の毛髪化粧料。
【請求項４】
　水で２０質量倍に希釈したときの２５℃におけるｐＨが２．５～４．５である、請求項
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１～３のいずれか一項に記載の毛髪化粧料。
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